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第１ 基本方針 

 ●基準の性格について 

 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」（平成 18

年 3 月 31日老計発第 0331004 号 老振発第 0331004 号 老老発第 0331017 号厚生労働

省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長） 

 

〈抜粋〉 

第１ 基準の性格 

１ 基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定 

めたものであり、指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければ 

ならないこと。 

２ 指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない

場 

合には、指定地域密着型サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明ら 

かになった場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守する勧告を行い、②相当の期間内に勧告 

に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当 

な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期間を定めて当該勧告に係る 

措置をとるよう命令することができるものであること。ただし、③の命令をした場合には事業者 

名、命令に至った経緯等を公表しなければならない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指 

定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を 

停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介 

護報酬の請求を停止させること）ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運 

営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力 

を停止することができるものであること。 

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

イ 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかっ 

たとき 

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービス 

を利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき 

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退居者を紹介することの対償として、金 

品その他の財産上の利益を収受したとき 

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３ 特に、指定地域密着型サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に自 

由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであ 

ること。 
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Ⅰ 事業実施にあたっての留意事項について 

 

第２ 人員に関する基準 

  （１）入所者（利用者）数の算出方法 

     ×人員配置に係る入所者（利用者）数の考え方を誤っている。 

     ☝人員配置における入所者（利用者）数は、当該施設の「前年度の平均値」による。 

 

  （２）辞令等 

     ×複数の職種を兼務しているにもかかわらず、兼務の辞令が交付されていない。 

     ☝兼務している職種を明記した辞令を交付すること。 

 

     ×介護支援専門員証が交付されていない。 

     ☝介護支援専門員として業務を行う職員は、介護支援専門員証の交付を受けた者で

なければならない。 

 

     ×介護支援専門員証の更新をしていない者を介護支援専門員として就労させてい

る。 

     ☝介護支援専門員証を更新せず、有効期間が満了した者は、介護支援専門員として

業務を行うことはできない。 

 

  （３）勤務形態（常勤・非常勤、専従・兼務 等） 

     ×「非常勤」の従業者を「従業者の勤務形態一覧表」に「常勤」として記載してい

る。 

     ☝法人としての雇用形態が「常勤雇用」であっても他の事業所等での勤務がある場

合は、一部例外を除き、介護保険の事業所の従業者としては、「常勤」ではなく

「非常勤」となる。 

       

     ×「管理者」や「介護支援専門員」による複数の業務の過重な「兼務」により、運

営管理や入所者の処遇に支障をきたしている。 

     ☝施設の従業者は、原則として、基準上「兼務」できる旨の規定がない場合は、複

数の業務の「兼務」はできない。「兼務」が認められるのは、あくまで「施設の

管理上支障がない場合」（管理者）、「入所者の処遇に影響がない場合」（介護支援

専門員）であることから、過重な業務の兼務は「兼務」要件を満たさない。 

      なお、赤磐市では、過重な兼務を防ぐため、同一勤務日における職種の兼務は 2

職までとしていることに注意すること。（独自基準） 
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  （４）宿直員の配置 

    宿直員の配置は、夜勤職員基準を満たす夜勤職員を配置している場合には、夜勤職員 

    と別に宿直者を配置しなくても差し支えない。 

    ただし、入居者等の安全のため、宿直職員の配置の有無にかかわらず、夜間を想定し 

    た消防訓練等を通じて、各施設において必要な火災予防体制を整える。 

  

    Q 特別養護老人ホームにおいて、夜勤職員とは別に、宿直者を配置する必要がある

か？ 

    A 社会福祉施設等において面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務付

けられるなど、消防用設備等の基準が強化されてきたことや、他の施設系サービ

スにおいて宿直員の配置が求められていないこと、人手不足により施設における 

      職員確保が困難である状況等を踏まえ、夜勤職員基準を満たす夜勤職員を配置し 

ている場合には、夜勤職員と別に宿直者を配置しなくても差し支えない。 

      ただし、入居者等の安全のため、宿直員の配置の有無にかかわらず、夜間を想定

した消防訓練等を通じて、各施設において必要な火災予防体制を整えるよう改め

てお願いする。 

      （介護保険最新情報 Vol.1225  令和 6年 3月 15 日） 

 

   👉ポイント 

    ・サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別

養護老人ホームである場合に、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居住

施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、生活相談員を置かない

ことを可能とする。 

    ・地域密着型特別養護老人ホーム（サテライト型を除く）において、他の社会福祉施

設等との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運

営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養

士を置かないことができる。 

 

常勤 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべ

き時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）に達していることをいうもので

ある。ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措

置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている

場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間として取り扱うことを可能と

する。 

また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路

を隔てて隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含む。）
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の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに

係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たす

ものであることとする。例えば、一の事業所によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅

介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業

所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件

を満たすこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和 22 年法

律第 49 号）第 65 条に規定する休業（以下「産前産後休暇」という。）、母性健康管理措置、

育児・介護休業法第 2 条第 1 号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第 2

号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第 23 条第 2 項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第 1項（第 2 号に係る部分に限る。）の規定により同項

第 2 号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に

準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有

する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすこ

とが可能であることとする。 

 

常勤換算方法 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において、常勤の従業者が勤務すべき時間数 

（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業

者の員数を常勤の員数に換算する方法をいうものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    

例：１週間の勤務時間を 40 時間とする就業規則の場合 

    

（常勤換算方法による職員数の算定方法について） 

  暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき

時間で除することによって算定するものとし、小数点第２以下を切り捨てるものとする。 

 

 １週間の勤務時間 常勤換算 合計 

A（常勤） 40 時間 1 

6.6 

B（常勤） 37 時間 1 

C（常勤） 42 時間 1 

D（常勤） 44 時間 1 

E（常勤） 41 時間 1 

F（非常勤） 30 時間 

1.6 G（非常勤） 25 時間 

H（非常勤） 9 時間 
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★介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・

定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直

しを行う。 

 

ア「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤

務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者

が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週３０時間以上の勤務で「常勤」と

して扱うことを認める。 

イ「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿っ

て事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週３０時間以上の勤務で常勤換

算での計算上も１（常勤）と扱うことを認める。 

 

○「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」（厚生労働省） 

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/guideline/ 

 

 

 第３ 設備に関する基準 

  （１）設備等の用途変更に伴う届出 

     ×平面図に明示された部屋の用途の変更があったにもかかわらず、変更届がなされ

ていない。 

     ☝指定等に係る所定の事項に変更が生じた場合は、変更のあった日から 10 日以内

に、その旨を市長（赤磐市介護保険課）へ届け出ること。 

      また、減床等の場合は、「建物の構造概要」の変更だけでなく、定員減に伴い「運

営規程」の変更届も必要になる等、複数の事項に係る変更届が必要となる。 

      ※施設の移転・増改築・用途変更等についは、必ず事前協議を行うこと。 

 

  （２）設備・備品等の適切な配置 

     ×食器棚、書棚、物置棚、ロッカー等に転倒防止対策を講じていない。 

     ☝家具類の転倒・落下・移動は、直接当たって怪我をするだけでなく、つまづいて

転倒したり、割れた食器やガラスを踏んだり、避難経路がふさがれることもある

ため、転倒防止対策（壁に固定、つっぱり棒等対策）を講ずること。 

 

     ×非常口付近や通路部分に机やストレッチャー等の備品を置いている。 

     ☝通行に供する箇所に備品等があると、災害時等の速やかな避難の支障になる。備

品等は倉庫等適切な場所に保管すること。 
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第４ 運営に関する基準 

 （１）入退所 

     ×入所検討委員会の議事録が作成されていない、もしくは内容が不足している。 

     ☝入所検討委員会は、開催ごとに議事録を作成し、２年間保存すること。議事録の

内容は、結論だけでなく、なぜその結論に至ったかの検討内容がわかるものとす

ること。（公平性の確保）施設は、申込者から入所順位の決定等に関して説明を

求められた場合には、その結果について説明すること。（透明性の確保） 

     

     ×入所順位名簿が年に１回しか作成されていない。 

     ☝入所申込書又は状況の変更に伴う届出を受け付けた場合は、速やかに調査票を作

成し、入所検討委員会の開催日の前日までに入所順位を付けた入所順位名簿（案）

を作成すること。 

      なお、入所検討委員会は「岡山県介護老人福祉施設等入所指針」に準じて、2月

に 1 回開催すること。 

 

     ×要介護 1・2 の高齢者からの入所申込みついて、特例入所の説明を行わず、申込

みの拒否を行っている。 

     ☝原則、入所対象は要介護 3以上だが、特例入所に該当する場合は、入所対象とな

る。要介護 1・2 の高齢者から申込みがあった際には、特例入所制度の説明をし、

特例入所に該当する事例かどうか聞き取りを行うこと。 

 

     ×要介護 1・2 の特例入所対象者から入所申込みがあったにもかかわらず、保険者

（市）に報告されていない。 

     ☝特例入所対象者から、入所申込があった場合は、市（介護保険課）へ報告するこ

と。 

 

     ×特例入所対象者の入所について、入所検討委員会にて検討していない。 

     ☝特例入所に該当することをもって即入所できるわけではない。他の入所申込者と

同様、入所指針に基づき、入所検討委員会にて入所順位を付け、入所決定をする

必要がある。 

 

     ×要介護 3 以上の入所者が、要介護認定の更新等により、要介護 1・2 になった

にもかかわらず、引き続き入所させている。 

     ☝平成 27 年 4 月 1 日以降に入所した入所者が要介護 1・2 に変更になった場合

は原則退所となる。特例入所の要件に該当する場合は、市（介護保険課）に報告

をすること。 
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     ×身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒んでいる。 

     ☝介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準

省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこと

とされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供

を拒否する正当な理由には該当しない。 

 

  （２）サービス提供の記録 

     ×入所に際して、入所者の被保険者証に入所の年月日及び入所している介護保険施

設の種類及び名称を記載していない。 

     ☝入所の際には、入所の年月日及び入所している介護保険施設の種類及び名称を、

退所の際には、退所の年月日を当該者の被保険者証に記載すること。 

 

     ×提供した具体的なサービスの内容が記載されていない。 

     ☝入浴や口腔ケア等を提供した際には、記録を残すこと。提供できなかった場合は、

その理由も記録すること。 

 

（３）高齢者虐待の防止 

     ×高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見したにもかかわらず、通報していな

い。 

     ☝高齢者の福祉に業務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあるこ

とを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めること。要介護施設従事者等は、要介

護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、

速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

 

     ×入所者の権利擁護及び虐待防止に関する研修を行っていない。 

     ☝施設・事業所の従業者については、不適切な言葉遣いや介護方法が「高齢者虐待」

につながる恐れがあるため、研修を通じ、「高齢者虐待」に関する正しい知識を

学ぶこと。 

     ×成年後見人等の氏名やどんな権限が付与されているかを確認していない。 

     ☝法務局発行の登記事項証明書等で、成年後見人（保佐人・補助人）の氏名やどの

ような権限が付与されているかを確認して、契約を結ぶこと。 

 

     ＜参考＞高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第 5

条第 1項、第 21条 

 

 （４）身体的拘束の適正化  👈令和６年度改正内容あり 
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     ×「緊急やむを得ない場合」に該当するかの検討を行わずに身体的拘束を行ってい

る。 

     ☝身体的拘束は、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため「緊急や

むを得ない場合」を除き行ってはならない。 

      「緊急やむを得ない場合」とは以下の 3 つの要件をすべて満たす場合を指す。 

      ①切迫性 

       入所者本人又は他の入所者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著

しく高いこと 

      ②非代替性 

       身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと 

      ③一時性 

       身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること 

      ⇒この３要件の確認は極めて慎重に実施すること。 

 

     ×緊急やむを得ない場合の判断を職員個人がしていた。 

     ☝「緊急やむを得ない場合」の判断は、職員個人ではなく、施設の方針としてあら

かじめ決められた手順を踏み、施設全体で判断すること。 

 

     ×拘束の時間が限定されていない、開始及び解除の予定が最小限度とは言えない

等、身体的拘束等に係る検討・記録が不十分 

     ☝やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、必ず該当入所者に係る必要な事項（その

態様、時間、その際の入所者等の状況及び緊急やむを得ない理由等）を記録する

こと。 

 

     ×身体的拘束を行っているにもかかわらず、経過観察・再検討が行われていない。 

     ☝経過観察・再検討について、「経過観察」は、身体的拘束等の解除に向けて日々

行い、「再検討」は日々行った経過観察を踏まえて実施し、記録を残すこと。 

 

     ×ベッドの高さが膝より大幅に高い、部屋に家具が全くない、又は部屋の家具を布

で覆い、つかまり立ちができないようにしている等、入所者の行動制限を行って

いる。 

     ☝環境面の工夫をする際、安全と同時に「入所者の生活の場としてふさわしい環境」

かという視点を持ち、入所者の権利侵害とならないよう配慮すること。 

 

     ×身体的拘束に関する研修を行っていない。 

     ☝「緊急やむを得ない場合」とはどのような場合を指すのか、身体的拘束を行った

際に生じる弊害等を、研修を通じ、学ぶこと。 
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     ×身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以上開催し

ていない。 

     ☝委員会の構成メンバーは、管理者及び従業者、これらに加えて第三者や専門家を

活用した構成とすること。 

      委員会は、事故防止委員会、感染対策委員会及び運営推進会議と一体的に設置・

運営することも差し支えない。 

      委員会の結果は、介護職員その他の従業者への周知徹底が必要。 

 

     ×身体的拘束等の適正化のための指針が整備されていない。 

     ☝指針には、次のような項目を盛り込むこと。 

      ①施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

      ②身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

      ③身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

      ④施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

      ⑤身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

      ⑥入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

      ⑦その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

 

     ×身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施していない。 

     ☝定期的（年 2 回以上）に開催するとともに、新規採用時にも研修を実施すること

が重要。 

 

     ※上記事例は身体拘束廃止未実施減算の対象となることに注意すること。 

 

  （５）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針 

     ×適切に地域密着型施設サービス計画が作成されていない。 

     ☝入所者等への適切なサービス提供に資するため、入所者等の意向や心身の状況等

に配慮した計画を作成すること。 

 

     ×サービスの質について、自ら又は第三者による評価を行っていない。 

     ☝サービスの質を職員自らが確認するためのチェックシート等を作成し、評価を行

い、その結果を研修等に活用すること。また、第三者による評価を受け、サービ

スの質の向上に役立てること。 

 

  （６）地域密着型施設サービス計画の作成 

     ×解決すべき課題の把握（アセスメント）を、計画担当介護支援専門員以外の者（生
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活相談員等）が行っている。 

     ☝アセスメントは、計画担当介護支援専門員が入所者及びその家族に面接して行う

こと。 

 

     ×サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会の前に地域密着型施設サービス

計画の原案を作成していない。 

     ☝地域密着型施設サービス計画の原案は、計画担当介護支援専門員がサービス担当

者会議、担当者に対する照会の前に作成すること。その後、作成された原案をも

とに他の担当者（医師、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員及び

栄養士等）から専門的な見地からの意見を求め、調整を図ること。 

 

     ×地域密着型施設サービス計画原案に記載されている提供するサービス内容につ

いて、長期目標及びそれを達成するための短期目標が設定されているが、それら

の目標期間がどちらも同じ期間になっている。 

     ×長期目標及びそれを達成するための短期目標の目標期間は異なっているが、目標

の内容が同じになっている。 

     ☝地域密着型施設サービス計画原案の作成にあたっては、提供するサービスについ

て、その長期的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達

成時期を段階的に設定すること。 

      例）短期目標：3月 長期目標：6月 

      なお、短期目標は、長期目標を段階的に達成するために具体的なものとすること。 

       

     ×アセスメント結果に基づき、地域密着型施設サービス計画原案を作成しているも

のの、サービス担当者会議を経ないまま、入所者に説明し、同意を得て交付を行

っている。 

     ☝初回の地域密着型施設サービス計画は、原案作成後、サービス担当者会議の開催、

担当者に対する照会等を行い、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるこ

と。 

      なお、担当者とは、医師、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員及

び栄養士等の入所者の介護及び生活状況等に関するするものを指す。 

 

     ×地域密着型施設サービス計画原案の内容について、家族から同意を得ているもの

の、本人から同意を得ていない。 

     ×地域密着型施設サービス計画原案に係る入所者の同意がサービス提供後になっ

ている。 

     ☝地域密着型施設サービス計画原案の内容は、サービス提供前に入所者又はその家

族に対して説明すること。 



11 

 

      サービス内容等への入所者等の意向の反映の機会を保障するため、本人の同意を

得ること。なお、本人の同意に関して、本人の署名が困難であり、代理者が署名

する場合においては、その代理者の氏名、続柄等も併せて記載を得ること。 

 

     ×入所者の解決すべき課題の変化（骨折により入院等）が認められるにもかかわら

ず、計画の変更が行われていない。 

     ☝計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握（モ

ニタリング）を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うこ

と。 

  （７）介護 

     ×褥瘡の発生と予防のための研修が実施されていなかった。 

     ☝褥瘡予防対策を担当する職員（看護師が望ましい）を決め、褥瘡対策に関する研

修を定期的に実施すること。 

     ＜褥瘡の発生を予防するための体制＞ 

      「褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための

体制を整備しなければならない」とは、施設において褥瘡の予防のための体制を

整備するとともに、介護職員等が褥瘡に関する基礎的知識を有し、日常的なケア

において配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定して

いる。 

    

     ×入所者に対し、1週間に 1 回しか入浴又は清しきをしていない。 

     ☝1週間に 2回以上、適切な方法により、入浴又は清しきをしなければならない。 

 

  （８）相談及び援助 

     ×生活相談員による相談及び援助に関する記録がない。 

     ☝入所者又はその家族からの相談内容や行った援助に関する記録を残すこと。 

 

  （９）栄養管理  ※令和６年４月１日より義務化 

     ☝指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、

自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を

計画的に行わなければならない。 

 

     ☝歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設の職員に対する口腔衛

生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上行うこと。 

●上記の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画

を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。 

●医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清



12 

 

掃等に係る技術的助言及び指導又は口腔衛生管理体制についての計画に関す

る技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指

導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

  

  （10）口腔衛生の管理 👈令和６年度より義務化 

      ☝地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した

日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の

状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

      口腔衛生管理の強化（令和６年度法改正より） 

       ・施設の従業者または歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が

施設入所時および入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施すること。 

 ・技術的助言および指導または口腔の健康状態の評価を行う歯科医師もしくは

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士においては、当該施設との連携について、

実施事項等を文書等で取り決めを行うこと。 

 

  （11）緊急時の対応 👈令和６年度改正内容あり 

      ×配置医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めていない。 

      ☝緊急時の注意事項や症状等についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医

師との連携方法や診察を依頼するタイミング等を定めること。 

       また、医師及び協力医療機関の協力を得て、１年に１回以上、緊急時における

対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行

わなければならない。 

 

  （12）計画担当介護支援専門員の責務 

      ×計画担当介護支援専門員が、苦情の内容等、事故の状況及び事故に際して採っ

た処置について記録を行っていない。 

      ☝計画担当介護支援専門員は、入所者の解決すべき課題の変化が認められる場合

等、必要に応じて計画の変更を行う必要がある。 

       よって、計画担当介護支援専門員は、苦情、事故に関する記録を行うこと。 

   

  （13）運営規程・重要事項説明書 

      ×運営規程や重要事項説明書の内容（従業者数や費用その他サービスの内容等に

係る記載）が実態と異なっている。 

      ☝運営規程や重要事項説明書の内容は契約内容の一部であることから、体制や運

営内容等を変更した場合は、必ず運営規程等も見直しをすること。 

       料金表が 1 割を前提にしたものになっている場合は、2～3 割負担となる場合

もあることも併せて記載すること。 
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       なお、サービスの提供に関する記録の保存は、5年間保存すること。（独自基準） 

 

      ×現在の状況と「運営規程」及び「重要事項説明書」の内容が異なっている。 

      ☝「運営規程」と「需要事項説明書」の記載内容を確認すること。 

 

      👉ポイント 

       運営規程や重要事項に記載する従業者の員数について、「○○人以上」と記載す

ることができる。 

      👉虐待の防止のための措置に関する事項について、運営規程に定めること。 

       令和６年４月１日より義務化 

 

（14）勤務体制の確保 

      ×勤務する職員が少ない等の理由により、必要な研修の機会が確保されていない。 

      ☝介護保険施設においては、資質向上のための研修参加の機会を確保する必要が

ある。研修は、全員参加を基本とし、参加できなかった人のために後日内容を

伝達する機会を設ける又は、複数回に分けて開催するなど工夫すること。また、

アンケート等を徴取し、従業者の理解度を確認すること。 

       研修は年間計画を立て、職員の研修機会を確保すること。 

 

      ×認知症に係る基礎的な研修を受講させていない。 

      ☝医療・福祉関係資格を有さない全ての従業者に対し、認知症介護基礎研修を受

講させるための必要な措置を講じなければならない。また、新卒採用、中途採

用を問わず、施設が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さない者

に限る。）に対する当該義務付けの適用については、採用後 1 年間の猶予期間

を設けることとし、採用後 1 年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講さ

せること。※令和６年４月１日より義務化 

       医療・福祉の資格 

        看護師、准看護士、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護

職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研

修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、

医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健

福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等 

 

      ×職場におけるハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じていない。 

      ☝ハラスメントについては、以下についての措置を講じること。 

       雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和

47 年法律第 113 号）第 11 条第 1 項及び労働施策の総合的な推進並びに労
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働者の雇用の安定及び職業生活の充実等の関する法律（昭和 41 年法律第 132

号）第 30条の 2 第 1 項の規定に基づき、事業者には、職場におけるセクシャ

ルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」と

いう。）の防止のための雇用管理上の価値を講じることが義務付けられている。

事業者が講ずべき措置の具体的内容及び事業者が講じることが望ましい取組に

ついては、次のとおり。なお、セクシャルハラスメントについては、上司や同

僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意するこ

と。 

       ・事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

        職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っては

ならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

       ・相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の

整備 

        相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のた

めの窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。なお、パワーハラスメ

ント防止のための事業者の方針の明確化等の措置義務については、女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年

法律第 24 号）附則第 3条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な

推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30 条

の 2 第 1 項の規定により、中小企業（資本金が 3 億円以下又は常時使用す

る従業者の数が 300 人以下の企業）は、令和 4年 4 月 1 日から義務化とな

っているため、適切な勤務態勢の確保等の観点から、必要な措置を講じるこ

と。 

       ・事業主が講じることが望ましい取組について 

        パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタ

マーハラスメント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行う

ことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相

談対応、行為者に対して 1 人で対応させない等）及び③被害防止のための取

組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が

規定されている。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマ

ーハラスメントの防止が求められていることから、「介護現場におけるハラス

メント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参

考にした取組を行うことが望ましい。上記マニュアルや手引きについては、

以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にすること。 

        （https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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  （15）非常災害対策 

       ×入所者の状態及び地域の自然的社会的条件を踏まえ、想定される非常災害の種

類ごとに具体的な計画・避難体制が整備されていない。 

      ☝火災、水害・土砂災害、地震等の災害に対処するための計画を立て、非常災害

時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知

すること。施設の所在地が危険地域に該当するかは、赤磐市のハザードマップ

等にて確認すること。 

      ×防火管理者を選任し、消防署に届け出ていない。 

      ☝防火管理者を選任又は変更した場合、もしくは管理権限者が変更した場合は、

は、消防本部に届け出ること。防火管理者の変更に際しては、消防計画も改め

て提出が必要となることに注意すること（書類は各 2 部ずつ必要）。 

 

      ×非常災害に関する消防計画を消防署に届け出ていない。 

      ☝防火管理者は消防計画を作成し、消防本部に提出すること（書類は 2 部必要）。

なお、消防計画に基づく避難訓練を実施すること。 

 

      ×避難訓練及び消火訓練の実施にあたり、消防団や地域住民との連携を図ってい

ない。 

      ☝日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力

してもらえるような体制づくりを図ること。 

 

      ×消防用設備等の機器点検が 6 月以内ごとに実施されていない。 

      ☝消防用設備等の機器点検を 6 月以内ごとに、総合点検を 1 年に 1 回行い、赤

磐市消防本部に提出すること。 

 

  （16）業務継続計画の策定等 ※令和６年４月１日より義務化 

      感染症や災害が発生した場合でもあっても、必要な介護サービスが継続的に提供

できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画（業務継続計画）等の策

定、研修（年 2 回以上）の実施、訓練（シミュレーション、年 2回以上）を実施

すること。 

 

      ※参考 

      介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドラ

イン 

（令和 2 年 12 月厚生労働省老健局） 

     ・新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画（ひな型）  
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/

kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/

kaigo_koureisha/douga_00002.html 

            ・介護保険最新情報 vol.926「介護施設・事業所における業務継続計画

（BCP）作成援助に関する研修について」（令和 3 年 2月 26 日）       

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/k

aigo_koureisha/douga_00002.html 

     ○業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容につ

いては、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続

ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイ

ドライン」を参照すること。 

      ●感染症に係る業務継続計画 

       ・平時からの備え（体制構築・整備、感染症対策に向けた取組の実施、備蓄品

の確保等） 

       ・初動対応 

       ・感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者と

の情報共有等） 

      ●災害に係る業務継続計画 ※赤磐市地域防災計画を参照すること 

       ・平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止

した場合の対策、必要品の備蓄等） 

       ・緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

       ・他施設及び地域との連携 

 

（17）衛生管理等     

      ×「感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会」を

概ね 3月に 1 回以上開催していない。 

      ☝感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。 

       感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概

ね 3 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の

従業者に周知徹底を図ること。 

 

      ×整備された指針に基づき「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

研修」を年 2 回以上実施しない。 

      ☝介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒及びまん延の防止のための

研修会を定期的（年 2 回以上）に実施すること。 

       なお、研修の開催は、効果的な研修とするため、感染症及び食中毒がまん延す

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
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る時期になる前に行うことが望ましい。 

 

      ×新採用職員に対して、「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研

修」を行っていない。 

      ☝新規採用時には必ず感染対策研修を行うこと。 

 

      ×嘔吐物処理セットが準備されていなかった、もしくは準備されていたが、互換

場所を把握していない。 

      ☝ペーパータオル、手袋、マスク、エプロン、バケツ、次亜塩素酸ナトリウム等

嘔吐物の処理に必要な物をまとめ、フロアごともしくはユニットごとに準備し、

介護職員等に保管場所を周知すること。 

 

      ×汚物処理槽（スペース）について、特別な対策がなされていない。 

      ☝飛沫感染を予防するため、汚物処理槽（スペース）についてカーテン又はパー

ティション等により仕切りを設ける等適切な対策をとることにより、清潔・不

潔部分を区画すること。 

 

      ×汚物処理室に清拭用のタオルを置いている、リネン室にリネン等の清潔なもの

と不潔なものを混在して置いている等、清潔・非清潔の区別が不徹底である。 

      ☝入所者が使用する寝具等の清潔なものは、リネン室に収納し、衛生的な管理を

行うこと。なお、リネン、介護材料品、繰り返し利用する備品、掃除用具等は

それぞれ確実に仕分けし、別々に管理すること。 

 

      ×医薬品の管理が不適切。 

      ☝医薬品を管理している部屋は、無人の時は施錠する、薬品管理棚にも鍵をかけ

る等、不特定多数の職員が出入りできないようにすること、また、薬品の在庫

管理を行い、紛失・盗難がないか常に確認し、万が一、盗難と思われる事例が

あれば、警察へ通報すること。 

       また、「老人福祉施設等における医薬品の使用の介助について」（平成 26 年

10 月 1日）が発出されているため、医薬品の使用の介助に当たっては、当該

通知を参考に適切な管理を行うこと。 

 

      ×循環式浴槽について、浴槽水の遊離残留塩素濃度の測定が 1 日に頻回に実施

されていない。 

      ×レジオネラ属菌対策の水質検査が年 1 回以上実施されていない。 

      ☝「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」（平成 15

年厚生労働省告示第 264 号）に基づき、適切な水質検査を行うこと。 
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      👉ポイント 

        ・感染症又は食中毒の発生を防止するための適切な措置を日常的に行うよう

従業者に徹底し、万一発生した場合は、関係機関に連絡の上、速やかな対

処により、まん延を防止するとともに、その原因を究明し、再発防止のた

めの改善を行うよう留意すること。 

        ・利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用水の衛生管理をするこ

と。 

        ・感染症が発生、まん延しないよう必要な措置を講じること。 

         ①メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）、結核、疥癬、インフルエンザ

様疾患等に対する対策。 

         ②タオルの共用の禁止 

         ③手指消毒薬剤の配置、消毒器の設置 

        ・レジオネラ症発生予防について、きちんとした衛生管理体制を整え実行す

ること。特に「貯湯タンク」、「循環ろ過装置」、「気泡発生装置、ジェット

噴射装置、打たせ湯設備、シャワー設備」、「露天風呂設備」について、衛

生的な管理を行うこと。 

 

★感染症の予防及びまん延防止のための措置 （令和 6 年４月１日より義務化） 

      事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないように、 

      ①感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に

1 回開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底

を図ること 

      ②感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること 

      ③感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練（シミュレーション）を年

2 回以上実施すること。 

 

     ◆感染症の予防及びまん延の防止ための対策を検討する委員会（感染対策委員会） 

      感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、

特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得

ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、専

任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくこと

が必要。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね 3

月に 1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して

必要に応じ随時開催すること。 

      感染対策検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。 

      なお、感染対策委員会は、他の合議体を設置している場合、これと一体的に設置・
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運営しても差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他の

サービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

 

     ◆感染症の予防及びまん延防止のための指針 

      当該事業所における「感染症の予防及びまん延防止のための指針」には、平常時

の対策及び発生時の対応を規定する。 

      平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染

対策（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、

感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関

との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業所内の連

絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要。なお、

それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」

を参照すること。 

 

     ◆感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練 

      「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内

容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づい

た衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

      職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年 2

回以上）を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施すること。ま

た、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

      なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向

上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、

当該事業所の実態に応じ行うこと。 

      また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、

訓練（シミュレーション）を定期的（年 2 回以上）に行うことが必要である。訓

練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定

めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした

上でのケアの演習などを実施するものとする。 

      訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施

するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

  （18）協力医療機関等  👈令和６年度改正 

     ●以下の要件を満たす協力医療機関（③については病院に限る。）を定めておかな

ければならない。（複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととして

も差し支えない。） 

      ①入所者の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行
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う体制を常時確保していること。 

      ②診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 

 ③入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師または協力医療

機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者

の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

●１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の

対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指

定を行った自治体に提出しなければならない。 

●入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場

合においては、速やかに再入所させることができるように努めること。 

 

     ★新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

      ・利用者および入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速

に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診療等を行う協定締

結医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応を取り決めるよう努める

こと。 

      ・また、協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関と

の間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこと。 

 

  （19）掲示 👈令和６年度改正内容あり 

      ✕ 運営規程の概要（重要事項説明書等）が掲示されていない 

      ✕ 施設の見やすい場所に掲示されていない 

      ✔ 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護従業者の勤務の体制、利用

料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項（事故発生時の対

応・苦情処理の概要等）を掲示しなければならない。施設の見やすい場所以

外に、事業所内に書面（ファイル等）を備え付け、自由に閲覧できるように

しても可。 

 

     ※「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、原則とし

て重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表シス

テム上）に掲載・公表することが、令和７年度から義務化となる。 

 

  （20）秘密保持 

      ×従業者が、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らさないための誓約

書等を着任時に取得していない。 

      ☝就業中及び退職後も入所者又はその家族の秘密を外部に漏らさないように、誓

約書を取得すること。 
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      ×ケースファイルに記載された入所者の名前が、廊下から見える状態になってい

る、ケース記録用のパソコンが誰でも閲覧できるよう状態になっている。 

      ☝入所者の個人情報が含まれる書類やデータ等については、施錠できるロッカー

への保管やパソコンへのパスワード設定等適切な情報管理を行うこと。 

 

      ×居宅介護支援事業所等に提供する個人情報やサービス担当者会議等で使用する

個人情報について、入所者から事前に同意を得ていない。 

      ☝指定地域密着型介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業所等に対して、入所者

に関する情報を提供する際には、予め入所者の同意を得ること。 

 

  （21）広告 

      ×ホームページやパンフレットに入所対象者を要介護 1～5と記載している。 

      ☝入所対象者は、原則要介護 3～5であることに留意すること。 

 

      ×ホームページやパンフレットに記載した料金表（介護報酬・居住費等）に誤り

がある。 

      ☝現在の介護報酬や居住費に合わせて料金表を修正すること。料金表が 1割負担

を前提したものになっている場合は、2～3 割負担となることも併せて記載す

ること。 

 

  （22）苦情への対応等 

      ×「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」が掲示されていない。 

      ☝指定（更新）申請時に提出した「入所者からの苦情を処理するために講ずる措

置の概要」を掲示すること。 

 

 

      ×受け付けた苦情に係る内容や対応等を記録していない。 

      ☝入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け

付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること。（苦情処理マニュア

ル等により、窓口や処理のフロー等を明確にしておくことが望ましい。） 

       苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等（受付日、苦情の内容や対応等）

を記録すること。 

       なお、現時点で苦情がない場合であっても、苦情受付簿や記録用紙を準備し、

苦情があった際には、迅速かつ適切に対応すること。 

 

      ×苦情の内容の記録のみで、「その後の経過」、「原因の分析」、「再発防止のための
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取組み」等「再発防止のための取組み」が行われていない。 

      ☝苦情については、「サービスの質の向上を図る上での重要な情報」であるとの認

識に立ち、業務改善に役立てること。 

 

  （23）事故発生の防止及び発生時の対応 

      ×事故発生防止のための指針が整備されていない。 

      ☝事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された指針を定めること。 

 

      ×整備された指針に基づき「事故防止のための従業者に対する研修」を年 2回以

上実施していない。 

      ☝高齢者の事故は重大な結果につながることが多いため、事故防止のための適切

な知識を身に着ける必要がある。そのためには、実効性のある研修を定期的（年

2 回以上）に開催し、関係者へ、事故の防止及び発生時の適切な対応にかかる

知識の周知を図ること。 

 

      ×新採用職員に対して「事故防止のための従業者に対する研修」を行っていない。 

      ☝新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を行うこと。 

 

      ×事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析

を通じた改善策について、従業者に周知徹底を図る体制が整っていない。 

      ☝発生した事故だけでなく、事故に至る危険性がある事態（ヒヤリ・ハット）が

生じた場合も施設内で報告し、集計・分析を行い、改善策・再発防止策を検討

すること。 

 

      ×事故発生防止のための担当者を置いていない。 

      ☝事故防止検討委員会の安全対策を担当する者と同一の従業者が務めることが望

ましい。 

      ×事故発生時に市（介護保険課）に連絡・報告をしていない。 

      ☝事故の範囲 

       ①サービス提供中（送迎中も含む）に、利用者が死亡（病気死亡は除く）、負

傷（通院入院を問わず医師の保険診療を要したもの。ただし、通院の場合に

おいては、加療を要しないものを除く）又は失踪した場合 

       ②施設等における感染防止の観点から対策が必要な疾患であって、インフルエ

ンザ、感染性胃腸炎などの五類定点報告疾患や疥癬の発生が認められた場合 

        ※新型コロナウイルス感染症について、利用者及び職員から陽性者、濃厚接

触者が確認された場合、事故報告の提出必要となることに注意。 

       ・報告期限 
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        第 1報：3 日以内 

        第 2報以降：第 1報後、2 週間以内に第 2報を提出。第 2 報の時点で当該

事故が完結していない場合には、その時点での進捗状況や完

結の見込みなどを今後の対応・方針欄に記載し、随時完結の

届けを行うこと。 

              ※第 2 報以降の書類も忘れずに提出すること 

       ・事故の分析 

        事故が発生した分析を行い、その防止策、改善策について従業者間で周知徹

底する。また、ヒヤリ・ハットなど事故に至る危険性があった場合について

も、施設内で原因の分析を随時行うこと。 

 

  （24）虐待の防止  ※令和 6 年４月１日より義務化 

      ●施設において、虐待の発生又はその再発を防止するため、 

      ①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

      ②虐待の防止のための指針を整備すること。 

      ③虐待の防止のための研修を定期的（年 2 回以上）実施すること。 

      ④①～③を適切に実施するための担当者を置くこと 

       

     ✔次に掲げる観点から、虐待の防止に関する措置を講じること 

      【虐待の未然防止】 

       高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供に

当たる必要があり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要

がある。また、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する要介護事業の従業者と

しての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要。 

 

      【虐待等の早期発見】 

       施設の従業者は、虐待等を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に

発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の

周知等）がとられていることが必要。また、利用者及びその家族からの虐待等

に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をするこ

と。 

      【虐待等への迅速かつ適切な対応】 

       虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、事

業者は当該通報の手続きが迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対

する調査等に協力するよう努めること。 
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     ●虐待の防止のための対策を検討する委員会（虐待防止検討委員会） 

      虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実

に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成

する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催す

ることが必要。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用す

ることが望ましい。 

      一方、虐待の事案については、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報

であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要。 

      なお、虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深

いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する

こととして差し支えない。また、他のサービス事業者との連携により行うことも

差し支えない。 

      虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。 

      👉虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項ついて検討すること。そ

の際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止

策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

        イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

        ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

        ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

        ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

        ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行わ

れための方法に関すること 

        ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な

防止策に関すること 

        ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 

      ☝虐待の防止のための指針 

       次のような項目を盛り込むこと 

       イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

       ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

       ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

       ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本事項 

       ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

       ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

       ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

       チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

       リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 
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      ☝虐待の防止ための従業者に対する研修 

       虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものである

とともに、指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うこと。職員教育を組織的に

徹底させていくためには、事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、

定期的な研修（年 2回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待

の防止のための研修を実施することが重要。研修の実施内容についても、記録

することが必要。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。 

 

      ☝虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 

       虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施す

るため、専任の担当者を置くことが必要。当該担当者としては、虐待防止検討

委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

 

  （2５）利用者（入所者）の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会設置の義務付け 👈令和６年度新設 

      介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出及び

分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者（入所者）の

尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整

備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、３年間の経過

措置期間（令和 9 年３月３１日までは努力義務）を設けることとする。 

 

  （2６）ユニットケア 

      ×食事の時間、おむつの交換、入浴の機会等について、個別の要望を踏まえるこ

となく、一律の時間に行っている。（介護側の都合を優先している。） 

      ☝ユニットケアにおいては、入居者、利用者各々の個別の事情を考慮する必要が

ある。例えば、食事は入居者等の起床時間に合わせる、おむつ交換は各々の排

泄サイクルを踏まえたタイミングとする等、適切な個別ケアを行うこと。 

      ×ユニットリーダーをはじめとする直接処遇職員が、複数のユニットを兼務して

いる。 

      ☝ユニットケアにおける従業者の勤務体制については、継続性を重視したサービ

スの提供に配慮しなければならないことから、いわゆる「馴染みの関係」が求

められる。よって、職員配置は「ユニットごとの固定配置」が基本となる。 

 

      👉ポイント（ユニットリーダー） 

        ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること（配置されていなけれ
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ば減算対象）。また、当面は、ユニットケアリーダー研修を受講した従業者を

各施設に 2名以上配置すること。 

また、ユニットリーダーには、ユニットリーダーとしての辞令等を交付し、従

業員にもユニットリーダーを周知すること。 

 

第５ 介護報酬 

★基準省令：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 

 基本報酬 

  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（従来型個室） 

            ＜現行＞                ＜改定後＞ 

要介護１    ５８２単位           ６００単位 

要介護２    ６５１単位        ６７１単位 

要介護３    ７２２単位        ７４５単位 

要介護４    ７９２単位        ８１７単位 

要介護５    ８６０単位        ８８７単位 

 

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（ユニット型個室） 

          ＜現行＞                ＜改定後＞ 

要介護１    ６６１単位        ６８２単位 

要介護２    ７３０単位        ７５３単位 

要介護３    ８０３単位        ８２８単位 

要介護４    ８７４単位        ９０１単位 

要介護５    ９４２単位        ９７１単位 

 

（１）入所等の日数 

   ×病院への入院期間中について入退院日以外に係る地域密着型介護老人福祉施設入 

居者生活介護費を算定している。 

    ☝病院への入院期間中について、入院日と退院日は算定することができるが、それ以 

外の日は算定できない。（その間、１月に６日を限度として外泊時の費用を算定す 

ることは可能。） 

 

    ×短期入所生活介護の利用者が、そのまま同一敷地内の地域密着型介護老人福祉施設 

へ入所した際に、当該入所日に短期入所生活介護費を算定している。 

    ☝原則として、入所した日及び退所した日の両方を含むものとするが、同一敷地内に

おける短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設の間で、利用者が一の施設

等から退所等をしたその日に他の施設等に入所等する場合については、入所等の日



27 

 

は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用

者がそのまま地域密着型介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替

えた日については、短期入所生活介護費は算定しない。 

 

（２）ユニットにおける職員に係る減算 

ある月（暦月）において下記①、②のいずれかの基準に満たない状況が発生した場 

合、減算となる。 

👇 
 

    ①日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置す 

     ること。 

    ②ユニットごとに、常時のユニットリーダーを配置すること。  

 

    減算期間⇒該当の月の翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで。 

    減算内容⇒入所者全員について、所定単位数が９７％に減算。 

         （ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。） 

 

（３）身体拘束廃止未実施減算 

    施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、以下の場合に減算となる。 

    👇 
 

    ①身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並び 

     に緊急やむを得ない理由の記録を行っていない。 

     ②身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催し 

      ていない。 

    ③身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適正 

     化のための定期的な研修を実施していない。 

 

    減算期間⇒事実が発生した月の翌月から改善が認められた月まで。 

    減算内容⇒入所者全員について、所定単位数の１０％を減算。 

 

 （４）定員超過利用の減算 

    １月間（暦月）の入所者の数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む） 

の平均が、入所定員を超える場合に減算となる。 

※１月間の利用者等の数の平均は、当該月の全入所者等の延数を当該月の日数で除 

して得た数とする。この平均入所者数等の算定に当たっては、小数点以下を切り 

上げるものとする。 
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    減算期間⇒該当の月の翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで。 

    減算内容⇒すべての入所者（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む）に 

ついて、所定単位数が７０％に減算。 

 

    ★やむを得ない措置等による定員の超過 

     地域密着型介護老人福祉施設は下記の①～③のいずれか、短期入所生活介護（空床 

型）は下記の①、②のいずれか、短期入所生活介護（単独型・併設型）は下記の① 

により、やむを得ず定員を超過する場合は、減算とならない。 

     ※この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに 

      定員超過利用を解消する必要がある。 

 

①市町村が行った措置による入所によ 

りやむを得ず入所定員を超える場合 

入所定員に１００分の１０５を乗じて得

た数（入所定員が４０人を超える場合に

あっては、利用定員に２を加えて得た数）

までは減算は行われない 

②入院中の入所者が、当初の予定より早 

期に施設への再入所が可能となった

ときであって、その時点で当該施設が

満床だった場合 

③近い将来、入所することが見込まれる 

者の家族の急な入院により在宅にお 

ける生活を継続することが困難とな 

った場合など、その事情を勘案して施 

設に入所することが適当と認められ 

る者が、併設される短期入所生活介護 

事業所の空床を利用してサービスを 

受けることにより入所定員を超える 

場合 

定員の数に１００分の１０５を乗じて得

た数までは減算は行われない 

 

 

    ★災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過について 

     当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利 

用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む）の翌月 

から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらず 

その翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々 

月から所定単位数の減算を行うものとする。 

 

  （5）人員基準欠如による減算 

     暦月において、人員基準上必要とされる看護・介護職員の員数を下回っている時に

減算される。 
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    【減算期間】 

     ・人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合。 

       ⇒当該月の翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで。 

     ・人員基準上必要とされる員数から１割の範囲内で減少した場合。 

       ⇒当該月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで。 

        （ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く） 

     減算内容⇒入所者等の全員について、所定単位数が７０％に減算。 

    ※人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、前年度（毎年４ 

月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする）の平均を用いること。 

     ※空床利用の短期入所生活介護の減算は、常に本体施設である特別養護老人ホーム 

と一体的に行われるものであること。 

 

  （６）夜間体制による減算 

     ある月（暦月）において以下のいずれかの事態が発生した場合に、所定単位数が減

算される。 

      ①夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１６ 

時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする）において夜 

勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が２日以上連続し 

て発生した場合。 

※連続する１６時間とは、未満でも以下でも以上でもなく、きっちり１６時間。 

 例：１６時～８時、１７時～９時 など 

     ②夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない 

事態が４日以上発生した場合。 

    👇 

    減算期間⇒該当の月の翌月。 

    減算内容⇒すべての入所者について、所定単位数が９７％に減算される。 

 

  （７）安全管理体制未実施減算 

     指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下、基準省 

令）第１５５条第１項の基準を満たさない事実が生じた場合に所定単位数が減算さ 

れる。 

 

     基準省令第１５５条第１項 

     指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、 

次の各号に定める措置を講じなければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故 

発生の防止のための指針を整備すること。 
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二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該 

事実が報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図 

る体制を整備すること。 

三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで 

きるものとする）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

 

    ※上記の措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該 

担当者としては、事故防止検討委員会の安全対策担当者と同一の従業者を定める 

ことが望ましい。 

     担当者を配置していなかった場合は、「安全管理体制未実施減算」になる。 

👇 

    減算期間⇒該当の月の翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで。 

     減算内容⇒すべての入所者について、所定単位数から５単位を減算する。 

 

  （８）栄養管理に係る減算 

     基準省令第１３１条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること及び 

基準省令第１４３条の２（基準省令第１６９条において準用する場合を含む）に 

規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、減算される。 

👇 

    減算期間⇒該当の月の翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月ま 

で。 

減算内容⇒すべての入所者について、所定単位数から１４単位を減算する。 

    （ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。） 

 

  （９）業務継続計画未実施減算 👈令和６年度新設 

     ●以下の基準に適合していない場合に、所定単位数の 100 分の 3 に相当する単

位数を減算する。 

      ・感染症や非常災害の発生時に、利用者に対するサービスの提供を継続的に実 

施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業 

務継続計画）を策定すること。 

      ・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 

      ※令和７年３月３１日までの間、感染症の予防およびまん延の防止のための指 

針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、

減算を適用しない。 

 

  （10）高齢者虐待防止措置未実施減算 👈令和６年度新設 

     ●虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
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に、所定単位数の 100分の１に相当する単位数を減算する。 

      ・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能） 

を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る 

こと。 

      ・虐待の防止のための指針を整備すること。 

      ・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

      ・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

  （11）日常生活継続支援加算 体制届必要 

     ×「要介護状態区区分が要介護４もしくは要介護５の占める割合」等について、 

届出を行って以降の記録がされていない。 

     ×当該加算算定後に介護福祉士の員数が算定条件を満たさなくなったにもかかわ 

らず、加算取下げの届出がされていない。 

     ☝届出を行った月以降においても、毎月において当該割合について毎月記録し、 

      所定の割合を下回った場合については、速やかにその旨届出を行うこと。 

 

●加算Ⅰ 

①地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的地域密着型介護老人 

福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

     ②次のいずれかに該当すること。 

      a 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総数の 

        うち、要介護状態区分が要介護４又は要介護５の者の占める割合が１００分 

        の７０以上であること。 

      b 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総数の 

       うち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められること 

から介護を必要とする認知症である者（日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又

はМに該当する者）の占める割合が１００分の６５以上であること。 

      c 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とす 

        る者の占める割合が入所者の１００分の１５以上であること。 

     ③介護福祉士の数が、常勤換算法で、入所者の数が６又はその端数を増すごとに 

１以上であること。ただし、次に掲げる規定のいずれにも適合する場合は、介 

護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が７又はその端数を増すごとに 

１以上であること。 

a 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介 

護機器」）を複数種類使用していること。 

b 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の 

職種の者が共同して、アセスメント及び入所者の身体の状況等の見直しを 
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行っていること。 

c 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽

減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、介護機器を安全かつ有効に活用

するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の

職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事

項の実施を定期的に確認すること。  

   ⅰ）入所者の安全及びケアの質の確保 

  ⅱ）職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

  ⅲ）介護機器の定期的な点検 

  ⅳ）介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修 

      ④定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

      ●加算Ⅱ 

      ①ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は経過的ユニット型 

経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

      ②加算Ⅰの②から④までに該当するものであること。 

 

  （12）看護体制加算 体制届必要 

      ●加算（Ⅰ）イ  （１２単位／日） 

      ①地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型地域密着型介護 

老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

      ②常勤の看護師を１名以上配置していること。 

      ③定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

      ●加算（Ⅰ）ロ  （４単位／日） 

      ①経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

      ②加算（Ⅰ）イの②及び③に該当するものであること。 

 

      ●加算（Ⅱ）イ  （２３単位／日） 

      ①加算（Ⅰ）イの①に該当するものであること。 

      ②看護職員を常勤換算で２名以上配置していること。 

      ③当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診 

療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員のとの連携により、２４時間連 

絡できる体制を確保していること。 

      ④加算（Ⅰ）イの③に該当するものであること。 

      ※「２４時間連絡できる体制」とは、施設内で勤務することを要するものではな 

く、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼 
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出に応じて出勤する体制をいうものである。 

      ●加算（Ⅱ）ロ  （８単位／日） 

      ①加算（Ⅰ）ロの①の該当するものであること。 

      ②加算（Ⅱ）イの②から④までに該当するものであること。 

 

  （13）夜勤職員配置加算 体制届必要 

     ×夜勤時間の算定に係る「夜勤時間帯」が１６時間を超える設定となっている。 

（夜勤職員が勤務している時間を「夜勤時間帯」としている。） 

☝夜勤時間帯は、「午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１ 

 ６時間」とされているので、必ず１６時間とすること。 

 

        0   1   2   3   4   5   6    7   8   9  10  11 12  13  14 15  16  17 18  19  20 21  22  23  24 

 

 

 

 

 

 

   （例）夜勤時間帯  17：00～翌 9：00（１６時間） 

       勤務時間   ①8：00～17：30  ②9：00～17：00  ③10：00～19：００ 

              ④6：00～10：00  ⑤13：00～17：00  ⑥17：00～翌 10：00 

 

     ・延夜勤時間数に含めることができる時間は、夜勤時間帯に勤務した時間のみに 

なるため、仮に⑥の夜勤職員が施設に１７時間勤務していたとしても、延夜間 

時間数に含めることができる時間は、17：00～翌 9：00までの１６時間の 

みとなる。 

     【延夜勤時間数に含めることができる時間】 

      ①→8：00～9：00  ②→なし  ③→17：00～18：00 

      ④→6：00～9：00  ⑤→なし  ⑥→17：00～翌 9：00 

 

夜勤職員配置加算（Ⅰ）（Ⅱ）の算定要件 

算定要件（０．９人配置要件） 

①従来型の施設、ユニット型の施設において、人員基準に加えて１人以上の介

護職員、看護職員を夜間に配置 

②見守り機器を当該施設の入所者の１０％以上の数を設置し、見守り機器を安

全かつ有効に活用するための委員会の設置と検討会を実施している。 

 

夜勤時間帯

①

②

③

④

⑤

⑥
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算定要件等（０．６人配置要件） 

①従来型の施設、ユニット型の施設において、人員基準に加えて１人以上の介

護職員、看護職員を夜間に配置 

 

 

 

 

 

② 

見守り機器を当該施設の入所者の数以上設置し、見守り機器を安全かつ有

効に活用するための委員会の設置し、介護職員、看護職員その他の職種の

者と共同して、必要な検討を行い、暦月ごとに算定要件を満たしているこ

とを確認すること。 

見守り機器等を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負

担軽減に関する次に掲げる事項を実施していること。 

・夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする入所者への訪問

及び当該入所者に対する適切なケア等による入所者の安全及びケアの質

の確保 

・夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

・見守り機器等の定期的な点検 

・見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

 

夜勤職員配置加算（Ⅲ）（Ⅳ）の算定要件 

算定要件 

加算ⅠまたはⅡに該当していること。 

看護職員または次のいずれかに該当する職員を１人以上配置していること。 

 ①介護福祉士 

 ②特定登録証の交付を受けた特定登録者 

 ③新特定登録証の交付を受けている新特定登録者 

 ④認定特定行為業務従業者 

 

 ①、②、③の場合は、喀痰吸引等業務の登録を受けていること。 

 ④の場合は、特定行為業務の登録を受けていること。 

 ※喀痰吸引等業務、特定行為業務については、必ず県への登録を行うこと。 

 

   （14）生活機能向上連携加算 体制届必要 

     ×個別機能訓練計画に機能訓練の実施時間を記載していなかった。 

☝個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容 

 を記載すること。 

 

●加算Ⅰ  （１００単位／月） 

①理学療法士等の助言に基づき、機能訓練指導員等が共同して利用者の身体的状 
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況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

②個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とす 

る機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた 

機能訓練を適切に提供していること。 

③①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価 

し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状 

況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

    

●加算Ⅱ  （２００単位／月） 

①理学療法士等が当該地域密着型介護老人福祉施設を訪問し、当該施設の機能訓 

練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成 

を行うこと。 

     ②個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とす 

る機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた 

機能訓練を適切に提供していること。 

     ③①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価 

し、利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状 

況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

 

  （15）個別機能訓練加算 体制届必要  👈令和６年度改正内容あり 

     ●加算Ⅰ  （１２単位／日） 

     ●加算Ⅱ  （２０単位／月） 

     ●加算Ⅲ  （２０単位／月） 

     ×配置された常勤の機能訓練指導員が他の業務を兼務し、機能訓練指導員の職務 

に専従していない。 

     ☝機能訓練指導員は、他の業務を兼務しないこと。（機能訓練指導員が、他の業務

を兼務する場合は「専ら（専従）」要件を満たさないことになる。） 

     ×入所者に定期的に個別機能訓練計画の内容を説明・記録していない。 

     ☝個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者に対し 

      て個別機能訓練計画の内容を説明し、記録すること。 

 

     ・専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の１名以上配置している施設におい 

て、入所者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その 

他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画 

に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、加算Ⅰとして、１日につき 

１２単位を所定単位数に加算する。 

     ・加算Ⅰを算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報 
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を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練 

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、加算Ⅱとして、 

１月につき２０単位を所定単位数に加算する。 

厚生労働省への提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。 

     ・個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者に対し 

て個別機能訓練計画の内容を説明し、記録すること。その記録は、利用者ごと 

に保管され、常に当該施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるよ 

うにすること。 

     ・令和６年度法改正より 

      加算Ⅱ、口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定してい

る場合であって、以下の２つの要件を満たす場合に加算Ⅲを算定できる。 

      ・入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他個 

別機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康 

状態に関する情報および入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有してい 

ること。 

・共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、見 

直しの内容について、理学療法士等の関係職種間で共有していること。 

 

  （16）ＡＤＬ維持等加算 体制届必要  👈令和６年度改正内容あり 

評価対象期間内に当該施設を利用した者のＡＤＬの維持又は改善の度合いが一 

定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間（ＡＤＬ維持 

等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して１２月までの期間）の満 

了日の属する月の翌月から１２月以内の期間に限り、加算を行うものである。 

👇 

●加算Ⅰ  （３０単位／月） 

①評価対象者（当該施設の利用期間（以下「評価対象利用期間」）が６月を超え 

る者）の総数が１０人以上であること。 

②評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開 

始月」）と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用がな 

い場合については利用があった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評 

価に基づく値（以下「ＡＤＬ値」）を測定し、測定した日が属する月ごとに厚 

生労働省に当該測定を提出（ＬＩＦＥを用いて行うこと）していること。 

③評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定した 

ＡＤＬ値から評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用 

いて一定の基準に基づき算出した値（以下「ＡＤＬ利得」）の平均値が１以上 

であること。 
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      ●加算Ⅱ  （６０単位／月） 

      ①加算Ⅰの①及び②の基準に適合するものであること。 

      ②評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が３以上であること。 

 

  （17）若年性認知症入所者受入加算  （１２０単位／日） 体制届必要 

      ☝ポイント 

受け入れた若年性認知症入所者（初老期における認知症によって要介護者と 

       なった者）ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性 

やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

  （18）入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について 

      ☝ポイント 

      ・入所者が入院又は外泊した場合、１月につき６日を限度として１日につき 

246 単位算定できる。 

      ・入院又は外泊の期間は初日及び最終日は算定不可。 

      ・入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費 

用は算定できる。 

      ・原則、他のサービスに利用することなく空けておくこととなるが、当該入所 

者の同意があれば、そのベッドを短期入所に利用は可能。ただしこの場合 

は、入院又は外泊時の費用は算定不可。 

      ・1 回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、最大連続 13泊（12日分）ま 

で算定可能。 

 

        例）入院期間 1月 25 日～3月 8 日 

          1月 25 日 入院…介護老人福祉入所者生活介護費を算定 

          1月 26 日～1月 31 日（6 日間）…1日につき 246 単位を算定 

          2月 1 日～2月 6 日（6 日間）…1 日につき 246単位を算定 

          2月 7 日～3月 7 日…算定不可 

          3月 8 日 退院…介護老人福祉入所者生活介護費を算定 

   

 

（19）外泊時在宅サービス利用の費用について 

      ☝ポイント 

      ・外泊時在宅サービスの提供を行った場合、１月につき６日を限度として１日 

につき５６０単位を算定できる。 

      ・医師、看護師、介護職員、生活相談員、介護支援専門員等により、在宅サー 
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ビス利用を行う必要性があるかどうか検討を行うこと。 

      ・当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分に説明し、同意を得た上 

で実施すること。 

      ・施設の介護支援専門員が、外泊時利用サービスに係る在宅サービスの計画を 

作成するとともに、従業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行 

い、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自 

立した日常生活を営むことができるように配慮した計画を作成すること。 

      ・家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましい。 

① 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

② 当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的とし

て行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の

指導 

③ 家屋の改善の指導 

④ 当該入所者の介助方法の指導 

      ・外泊時在宅サービス利用の費用の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅 

サービス事業者等により計画に基づく適切な居宅サービスを提供すること。 

      ・当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所に利用は可能。ただしこ 

の場合は、外泊時在宅サービス利用の費用は算定不可。 

 

 

  （20）初期加算  （３０単位／日） 

      ・入所日から 30 日間に限り算定できる。 

・入所日から 30日間中に外泊を行った場合、外泊中は算定不可（30日から 

当該外泊期間を除いて計算） 

      ・過去 3 月間（ただし、日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又はМに該当する者の場 

合は過去１月間とする）の間に、当該地域密着型介護老人福祉施設に入所し 

たことがないこと。 

      ・当該地域密着型介護老人福祉施設の短期入所を利用していた者が、日を空け

ることなく引き続き入所した場合は、入所直前の短期入所生活介護の利用日

を 30 日から引いた日数を算定する。 

      ・30 日を超える病院等に入院後は再算定可能。 

 

  （21）高齢者施設等感染対策向上加算 体制届必要  👈令和６年度新設 

      ●加算（Ⅰ） （１０単位／月） 

●加算（Ⅱ） （５単位／月） 

      ☝ポイント 

      ●加算（Ⅰ） 
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・感染症法第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興 

感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。 

 ・協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応 

を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に 

対応していること。 

 ・診療報酬における感染対策向上加算または外来感染対策向上加算に係る届出

を行った医療機関または地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する

研修または訓練に１年に１回以上参加していること。 

 

●加算（Ⅱ） 

       ・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年 

に１回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受 

けていること。 

 

  （22）新興感染症等施設療養費  （２４０単位）  👈令和６年度新設 

      ・入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症（※現時点において指定されてい

る感染症はない）に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療

機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対

策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、１月に１回、連続

する５日を限度として算定する。 

 

  （23）認知症チームケア推進加算 体制届必要  👈令和６年度新設 

      ●加算（Ⅰ） （１５０単位／月） 

●加算（Ⅱ） （１２０単位／月） 

※認知症専門ケア加算（Ⅰ）または（Ⅱ）を算定している場合においては、算

定不可。 

      ☝ポイント 

●加算（Ⅰ） 

       ①事業所または施設における利用者または入所者の総数のうち、周囲の者に

よる日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の

１以上であること。 

       ②認知症の行動・心理症状の予防および出現時の早期対応（以下「予防等」 

という。）に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者 

または認知症介護に係る専門的な研修および認知症の行動・心理症状の予 

防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を１名以上配置 

し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応する 

チームを組んでいること。 
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       ③対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、そ 

の評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチ 

ームケアを実施していること。 

       ④認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファ 

レンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無および程度に 

ついての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っているこ 

と。 

 

●加算（Ⅱ） 

 ・（Ⅰ）の①、③および④に掲げる基準に適合すること。 

       ・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修 

を修了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認 

知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 

 

  （24）退所時情報提供加算  （２５０単位／回）  👈令和６年度新設 

      ・医療機関へ退所する入所者について、退所後の医療機関に対して入所者等を 

紹介する際、入所者の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を 

示す情報を提供した場合に、入所者等１人につき１回に限り算定する。 

 

  （25）退所時等相談援助加算 

①退所前訪問相談援助加算  （４６０単位） 

②退所後訪問相談援助加算  （４６０単位） 

③退所時相談援助加算     （４００単位）  

④退所前連携加算      （５００単位） 

     ☝ポイント 

①退所前訪問相談援助加算・②退所後訪問相談援助加算 

●退所前訪問相談援助加算については、入所期間が１月を超えると見込まれる 

入所者の退所に先立って、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓 

練指導員又は医師のいずれかの職種の者が、当該入所者が退所後生活する居 

宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地 

域密着型サービス、その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相 

談援助を行った場合に、入所中１回（入所後早期に退所前訪問相談援助の必 

要があると認められる入所者にあっては、２回）を限度として算定する。  

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等（病院、診療所及び

介護保険施設を除く。以下同じ。）に入所する場合であって、当該入所者の同 

意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったと 

きも、同様に算定する。  
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●退所後訪問相談援助加算については、入所者の退所後３０日以内に入所者の 

居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合 

に、退所後１回を限度として算定する。  

◇退所前訪問相談援助加算 → 退所日に算定  

◇退所後訪問相談援助加算 → 訪問日に算定  
 

次の場合は算定できない。  

・退所して病院又は診療所へ入院する場合  

・退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合  

・死亡退所の場合 

 

③退所時相談援助加算  

●入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又 

は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所時に当該 

入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービス 

その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ 

当該入所者の同意を得て、退所の日から２週間以内に当該入所者の退所後の 

居宅地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。及び老人福祉法（昭和３ 

８年法律第１３３号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援センターに 

対して、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サ 

ービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、入所者１人 

につき１回を限度として算定する。 

 

●入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であ 

って、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の 

介護状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したとき 

も、同様に算定する。 

 
 

退所時相談援助の内容 

・食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における 

生活に関する相談援助 

・退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び 

向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助 

・家屋の改善に関する相談援助 

・退所する者の介助方法に関する相談援助 

 

●入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福祉法第２０ 
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条の７の２に規定する老人介護支援センターに替え、介護保険法第１１５条 

の４６第１項に規定する地域包括支援センターに対して行った場合について 

も算定できる。  
 

次の場合は算定できない。  

・退所して病院又は診療所へ入院する場合  

・退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合  

・死亡退所の場合 

 

④退所前連携加算 

●入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又 

は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立っ 

て当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所 

者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係 

る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、指定 

居宅介護支援事業の介護支援専門員と連携して退所後の居宅サービス又は地 

域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者１人につき１ 

回を限度として算定する。 

 

◇退所日に加算 

       ◇連携を行った日及び連携の内容の要点に関する記録を行うこと。 

◇在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携加算を算 

定する場合には、最初に在宅期間に移るときにのみ算定できる。  
 

次の場合は算定できない。  

・退所して病院又は診療所へ入院する場合  

・退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合  

・死亡退所の場合 

 

  （26）栄養マネジメント強化加算  （１１単位／日） 体制届必要 

      ☝ポイント 

・常勤の栄養士を１名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合に 

あっては、管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を７０で除して得た数 

以上配置していること。 

      ・栄養ケア計画を多職種（医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専 

門員その他の職種の者）で作成すること。 

      ・栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、食事環境の整備等を 

実施すること。食事の観察については、管理栄養士が行うことを基本とし、 
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必要に応じ、関連する職種と連携して行うこと。 

      ・食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職種と情報 

共有を行い、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき 

対応すること。 

      ・低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、食事の観察の際 

に、あわせて食事の状況を把握し、問題点が見られた場合は、速やかに関連 

する職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計 

画に基づき対応すること。 

      ・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し（ＬＩＦＥを用いるこ 

と）、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理 

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

  （27）経口移行加算  （２８単位／日） 

      ☝ポイント 

      医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員 

その他の職種の者が共同して、経管栄養から経口栄養に移行しようとする者 

に、経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合で 

あって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄 

養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が 

作成された日から起算して１８０日以内の期間に限り、算定できる。 

 

  （28）経口維持加算 

      ●加算Ⅰ  （４００単位／月） 

      ●加算Ⅱ  （１００単位／月） 

      ☝ポイント 

      ①定員利用超過・人員基準欠如に該当していないこと。 

      ②入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていること。 

      ③誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されていること。 

      ④食形態の配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がされていること。 

⑤月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支 

援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事 

の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を 

進めるための経口維持計画を作成するとともに、必要に応じた見直しを行う 

こと。また、計画の作成及び見直しを行った場合には、入所者又はその家族 

に説明し、同意を得ること。 

⑥加算Ⅱについては、食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生士 

又は言語聴覚士のいずれか１名を加えること。 
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  （29）口腔衛生管理加算 

      ×新規入所者に対する、歯科衛生士による口腔衛生の管理が月に１回しか実施 

できていなかった。 

      ☝月途中からの入所であっても、月２回以上口腔衛生等の管理が実施されてい 

       ない場合には算定できない。 

 

      ●加算Ⅰ  （９０単位／月） 

      ①歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基 

づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。 

      ②歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を 

月２回以上行うこと。 

      ③歯科衛生士が、①における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職 

員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。 

      ④歯科衛生士が、①における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必 

要に応じ対応すること。 

      ⑤定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

      ●加算Ⅱ  （１１０単位／月） 

      ①加算Ⅰの①から⑤までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

      ②入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生 

の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な 

実施のために必要な情報を活用していること。 

 

  （30）療養食加算  （６単位／日） 体制届必要 

      ×療養食の提供に当たり、医師による食事箋が発行されていない。 

      ☝入所者の病状等に応じて、主治の医師により利用者に対し、疾患治療の直接 

       的手段として発行された食事箋に基づき、療養食を提供すること。 

・当該施設が、利用者告示に示された療養食（疾病治療の直接手段として、医 

師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿 

病食、腎臓病食、肝臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査 

食）を提供したときに、１日につき３回を限度として算定できる。なお、当 

該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要がある。 

・食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

・入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行 

われていること。 
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  （31）配置医師緊急時対応加算 体制届必要  👈令和６年度改正内容あり 

      ●診療が行われた時間が早朝（午前６時から午前８時の間）又は夜間（午後６ 

時から午後１０時までの間）の場合→６５０単位／回 

      ●診療が行われた時間が深夜（午後１０時から午前６時までの間）の場合 

       →１，３００単位／回 

      ●診療が行われた時間が配置医師の通常の勤務時間外（早朝・夜間及び深夜を

除く）の場合→３２５単位／回 

      ☝ポイント 

      ・入所者の看護・介護に当たる者が、配置医師に対し電話等で直接施設への訪 

問を依頼し、当該配置医師が診療の必要性を認めた場合に可及的速やかに施 

設に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に 

施設に赴いて診療を行った場合には算定できない。 

      ・加算の算定については、事前に氏名等を届出た配置医師が実際に訪問し診療 

を行ったときに限り算定できる。 

      ・施設が診療を依頼した時間、配置医師が診療を行った時間、内容について記 

録を行わなければならない。 

      ・診療時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯における診療時 

間が全体の診療時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算 

は算定できない。 

      ・複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連 

携し、施設の求めに応じ２４時間対応できる体制を確保していること。 

 

  （32）看取り介護加算 体制届必要 

      ×入所者又はその家族等への看取りに関する指針の内容の説明、同意を得てい 

ない。または、看取り介護開始後に同意を得ている。 

      ☝看取りに関する指針を定め、入所の際に入所者又はその家族等に対して当該 

       指針の内容を説明し、説明を適切に受けた旨の同意を文書により得ておくこ 

と。 

 

      ●加算Ⅰ 

◇死亡日以前 31日～45 日   （７２単位／日） 

       ◇死亡日以前 4日～30 日   （１４４単位／日） 

◇死亡日前日及び前々日    （６８０単位／日） 

◇死亡日            （１，２８０単位／日） 
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      ●加算Ⅱ 

       ◇死亡日以前 31日～45 日    （７２単位／日） 

       ◇死亡日以前 4日～30 日   （１４４単位／日） 

◇死亡日前日及び前々日    （７８０単位／日）      

      ☝ポイント 

      【入居者への手続きの流れ】 

      ＜入所の際＞ 

       看取りに関する指針の説明、同意 

      ＜入所者の状態悪化＞ 

       利用者の介護に係る計画についての説明、同意 

       随時の介護についての説明、同意 

      ＜退所時＞ ※文書で得ること 

       加算に係る一部負担の請求についての同意 

       医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについての同意 

 

      ●医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診 

断した入所者について、その旨を入所者又はその家族等（入所者等）に対し 

て説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合に 

おいて、医師、看護職員、生活相談員、介護職員、介護支援専門員、管理栄 

養士等が共同して、随時、入所者等に対して十分な説明を行い、療養及び介 

護に関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、その人らしい最後 

が迎えられるよう支援することを主眼として設けられたもの。 

 

      ●施設は、利用者に提供する看取り介護の質を常に向上させていくためにも、

計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル

（PDCA サイクル）により、看取り介護を実施する体制を構築するととも

に、それを強化していくことが重要であり、具体的には、次のような取組が

求められる。 

       イ 看取りに関する指針を定めることで事業所の看取りに対する方針等を明

らかにする（Plan）。 

       ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該利用者に係る医師の診断を前提に

して、介護に係る計画に基づいて、入所者がその人らしく生き、その人

らしい最期が迎えられるよう支援を行う（Do）。 

       ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護

の検証や職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う

（Check）。 
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       ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適

宜、適切な見直しを行う（Action）。 

         なお、施設は、看取り介護の改善のために、適宜、家族等に対する看取 

         り介護に関する報告会並びに利用者等及び地域住民との意見交換による 

地域への啓発活動を行うことが望ましい。 

  

      ●看取り介護を実施するにあたり、終末期にたどる経過、施設等において看取 

りに関して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などに 

ついて利用者の理解が得られるよう継続的な説明に努めること。加えて、説 

明の際には、入所者等の理解を助けるため、入所者に関する記録を活用した 

説明資料を作成し、その写しを提供すること。 

 

      ●看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、生活相談員、介護職 

員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定 

められていることが必要である。 

      「看取りに関する指針」に盛り込むべき項目の例示 

       イ 当該施設の看取りに関する考え方 

       ロ 終末期にたどる経過（時期、プロセス毎）の考え方 

       ハ 施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 

       ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む） 

       ホ 入所者等への情報提供及び意思確認の方法 

       ヘ 入所者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 

       ト 家族への心理的支援に関する考え方 

       チ その他看取り介護を受ける入所者に対して施設の職員が取るべき具体的

な対応の方法 

 

      ●次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多職種連携を図るため、 

医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員、管理栄養士等による適切な情 

報共有に努めること。 

       イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

       ロ 療養や死別に関する入所者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対 

するケアについての記録 

       ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した入所者等の移行と、それに基 

づくアセスメント及び対応についての記録 

       

●入所者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合 

には、介護記録に説明日時、内容等を記録するとともに、同意を得た旨を記 
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録すること。 

 

      ●入所者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来訪が見込まれない 

ような場合は、医師、看護職員、介護職員等が入所者の状態等に応じて随 

時、入所者に対する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行っ 

ていることが認められる場合は算定可能。 

       この場合の要件としての介護記録への記載内容 

       👇 

       ・職員間の相談日時、内容等 

       ・入所者の状態 

       ・家族と連絡を取ったにもかかわらず施設への来所がなかった旨の記載（継 

        続的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進め 

ていくこと） 

 

      ◆算定 

       ・死亡月にまとめて算定される。 

        退所の場合、退所月と死亡月が異なる場合も算定できるが、利用者に対し 

て前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを 

説明し、文書で同意を得ること（入所者側にとっては、施設に入所してい 

ない月に自己負担を請求されることになる）。 

       ・死亡前に退居した場合も、原則として退居日当日は算定対象にできる。 

        退居後も、家族、入院先の医療機関との継続的な関わりの中で入所者の死 

亡を確認することができるが、医療機関等が施設に対して本人の状態を伝 

えることについて、施設退所等の際に、入所者等に対して説明をし、文書 

で同意を得ておくことが必要。 

       ・死亡日を含め 45 日を上限とする期間で算定するため、退所日の翌日から 

死亡日までの期間が 45日以上あると算定ができない。 

       ・厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する 

        ガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方 

針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の 

共有等に努めること。 

       ・施設において看取り介護を提供した期間が算定対象となるが、入院や外泊 

があれば基本報酬が算定できない日は加算算定はできない。 

       ・看取りに関する職員研修を行うこと。 

       ・加算Ⅱについては、入所者の死亡場所が当該施設内であった場合に限り算 

定できる。 
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  （33）退所時栄養情報連携加算  （７０単位／回）  👈令和６年度新設 

      ☝ポイント 

      対象者 

      厚生労働大臣が定める特別食（※）を必要とする入所者または低栄養状態にあ

ると医師が判断した入所者 

      ◆算定 

      ・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情 

報を提供する。 

      ・１月につき１回を限度として所定単位数を算定する。 

      ※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切 

な栄養量および内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧 

血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管 

栄養のための濃厚流動食および特別な場合の検査食（単なる流動食および軟 

食を除く。） 

 

  （34）在宅復帰支援機能加算  （１０単位／日） 

      ☝ポイント 

      ・算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者（在宅・入所 

相互利用加算を算定しているものを除く。以下「退所者」）の総数のうち、当 

該期間内に退所し、在宅において介護を受けることになった者（当該施設に 

おける入所期間が１月間を超えていた退所者に限る）の占める割合が１００ 

分の２０を超えていること。 

      ・退所者の退所後３０日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問 

すること又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、当 

該退所者の在宅における生活が１月以上継続する見込みであることを確認 

し、記録していること。 

      ・入所者の家族との連絡調整を行っていること。 

      ・入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居 

宅サービスの利用に関する調整を行っていること。 

 

  （35）在宅・入所相互利用加算  （４０単位／日） 体制届必要 

      ☝ポイント 

      施設の介護支援専門員は、入所期間終了に当たって、運動機能及び日常生活動 

作能力その他の当該対象者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門 

員に提供しながら、在宅の介護支援専門員とともに、在宅での生活継続を支援 

する観点から介護に関する目標及び方針を定めることが必要。 



50 

 

具体的には 

イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅機関と入所期間（入所期間 

については３月を限度とする）について、文書による同意を得ることが必 

要である。 

ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観点から、 

施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、在宅の介護支援専門員、在宅 

期間に対象者が利用する居宅サービス事業者等による支援チームをつくる 

こと。 

ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所する前及び施設 

から退所して在宅に戻る前においては必須とし、おおむね１月に１回）カ 

ンファレンスを開くこと。 

      ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所期間におけ 

る対象者の心身の状況を報告し、目標及び方針をまとめ、記録すること。 

      ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割分担につ 

いては、支援チームの中で協議して適切な形態を定めること。 

 

  （36）認知症専門ケア加算 体制届必要 

      ●加算Ⅰ  （３単位／日） 

       次のいずれにも適合すること。 

       ①施設における入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症 

状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下 

「対象者」）の占める割合が２分の１以上であること。 

        ※「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められる 

から介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ 

又はМに該当する利用者を指すものとする。 

       ②認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が２０人 

未満である場合にあっては１以上、当該対象者の数が２０人以上である場 

合にあっては１に当該対象者の数が１９を超えて１０又はその端数を増す 

ごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを 

実施していること。 

       ③当該施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的 

指導に係る会議を定期的に開催していること。 

       

●加算Ⅱ  （４単位／日） 

 ①加算Ⅰの基準のいずれにも適合すること。 

       ②認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置 

し、施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 
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       ③当該施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画 

を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

 

  （37）認知症行動・心理症状緊急対応加算  （２００単位／日） 

      ☝ポイント 

      医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であ 

り、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、指定地域密着型介 

護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、入所した日から起算して７日 

を限度として、１日につき所定単位数を加算する。 

 

  （38）褥瘡マネジメント加算 体制届必要  👈令和６年度改正内容あり 

      ●加算Ⅰ  （３単位／月） 

      ※以下の要件を満たすこと。 

       ① 入所者ごとに、施設入所時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生 

と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価し、その後少なくとも３ 

月に１回評価すること。 

 ② ①の確認および評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実 

施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必 

要な情報を活用していること。 

 ③ ①の確認の結果、褥瘡が認められ、又は①の評価の結果、褥瘡が発生する 

リスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養 

士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡 

ケア計画を作成していること。 

 ④ 入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理 

の内容や入所者の状態について定期的に記録していること。 

 ⑤ ①の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を 

見直していること。 

       

●加算Ⅱ  （１３単位／月） 

 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、施 

設入所時等の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が 

治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等につい 

て、褥瘡の発生のないこと。 

 

  （39）排せつ支援加算 体制届必要  👈令和６年度改正内容あり 

      ☝ポイント 

      ●加算Ⅰ  （１０単位／月） 
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       ①入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携 

した看護師（常勤・非常勤は問わない）が施設入所時に評価し、その後、 

少なくとも３月に１回評価するとともに、その評価結果等の情報を厚生労 

働省に提出（ＬＩＦＥを用いて行うこと）し、排せつ支援の実施に当たっ 

て、当該情報その他排せつ支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報 

を活用していること。 

       ②①の評価の結果、排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行 

うことにより、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護 

師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、当該入所者が排せつに 

介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援 

計画に基づく支援を継続して実施していること。 

       ③①の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直 

していること。 

 

      ●加算Ⅱ  （１５単位／月） 

       ①加算Ⅰの①から③までのいずれにも適合すること。 

       ②次のいずれかに適合すること。 

       （１）加算Ⅰの①の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者につい

て、施設入所時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が

改善するとともにいずれにも悪化がないこと。 

       （２）加算Ⅰの①の評価の結果、施設入所時におむつを使用していた者であ

って要介護状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しな

くなったこと。 

       （３）加算Ⅰの①の評価の結果、施設入所時・利用開始時に尿道カテーテル

が留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。 

 

      ●加算Ⅲ  （２０単位／月） 

       加算Ⅰの①から③まで並びに加算Ⅱの②（１）、（２）及び（３）に掲げる基

準のいずれにも適合すること。 

 

      ※「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査項目の排尿又は排便 

       の状態が、「一部介助」若しくは「全介助」と評価される者、又はおむつを使 

       用している者をいう。 

      ※「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特 

別な支援を行わなかった場合には、当該排尿若しくは排便又はおむつ使用に 

かかる状態の評価が不変又は低下となることが見込まれるものの、適切な対 

応を行った場合には、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善又はおむ 
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つ使用ありから使用なしに改善すること、あるいは、排尿又は排便の状態の 

少なくとも一方が改善し、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善するこ 

とが見込まれることをいう。 

 

  （40）自立支援促進加算 （２８０単位／月）体制届必要  👈令和６年度改正内容あり 

      ☝ポイント 

      次のいずれにも適合すること。 

      ①医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その 

後少なくとも３月に１回医学的評価の見直しを行うとともに、その医学的評 

価の結果等の情報を厚生労働省に提出（ＬＩＦＥを用いて行うこと）し、自 

立支援の促進に当たって、当該情報その他自立支援の適切かつ有効な促進の 

ために必要な情報を活用していること。 

      ②①の医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごと 

に、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同し 

て、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施してい 

ること。 

      ③①の医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を 

見直していること。 

      ④医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。 

 

  （41）科学的介護推進体制加算 体制届必要  👈令和６年度改正内容あり 

      ☝ポイント 

      原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに算定要件を満たした場合 

に、当該施設の入所者全員に対して算定可。 

 

●加算Ⅰ  （４０単位／月） 

 ①入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所 

者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出（ＬＩＦＥを 

用いて行うこと）していること。 

 ②必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たっ 

て、①に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必 

要な情報を活用していること。 

      ●加算Ⅱ  （５０単位／月） 

       ①加算Ⅰの①に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報 

を、厚生労働省に提出（ＬＩＦＥを用いて行うこと）していること。 

       ②必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たっ 

て、加算Ⅰの①に規定する情報、①に規定する情報その他サービスを適切 
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かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

 

   ★科学的介護推進体制加算の見直し 

    ＜概要＞ 

●科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力

負担を軽減し科学的介護を推進する観点から、以下の見直しを行う。 

ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目

の見直し等を実施【通知改正】 

イ LIFE へのデータ提出頻度について、少なくとも「６月に１回」から「３月

に１回」に見直す。【通知改正】 

ウ 初回のデータ提出時期について、他の LIFE 関連加算と揃えることを可能と

する。【通知改正】 

 

    ＜算定要件＞ 

    ●LIFE へのデータ提出頻度について、他の LIFE 関連加算と合わせ、少なくとも

「３月に１回」に見直す。 

    ●その他、LIFE 関連加算に共通した見直しを実施。 

     ＜入力負担軽減に向けた LIFE 関連加算に共通する見直し＞ 

      ・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化す 

る。 

・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出の 

タイミングを統一できるようにする。 

 

 

  （42）安全対策体制加算  （２０単位） 体制届必要 

      ×事故発生防止のための指針の作成・委員会の開催、従業者の対する研修の実 

施及びこれらを適切に実施するための担当者を置くなどの体制を備えていな 

い。 

      ☝ポイント 

      ・事故防止のための指針の作成・委員会の開催・従業者に対する研修の実施及 

びこれらを適切に実施するための担当者の配置を備えた体制に加えて、当該 

担当者が安全対策に係る外部の研修を受講し、組織的に安全対策を実施する 

体制を備えている場合に評価を行うものである。 

      ・外部の研修については、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発 

生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであること。 
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  （43）サービス体制強化加算 体制届必要 

      ×届出を行って以降、職員の割合について記録がされていない。 

      ☝届出を行った以降についても、職員の割合については毎月記録するものと 

し、所定の割合を下回った場合については、直ちにその旨届出を提出するこ 

と。 

職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月 

を除く）の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たな 

い事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む）については、 

届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用 

いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者に 

ついては、４月目以降届出が可能となるものである。 

 

      ●加算Ⅰ  （２２単位／日） 

       次のいずれにも適合すること。 

       （１）次のいずれかに適合すること。 

         ①指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉 

士の占める割合が１００分の８０以上であること。 

         ②指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、勤続年数 

１０年以上の介護福祉士の占める割合が１００分の３５以上であるこ 

と。 

       （２）提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の向上 

に資する取組を実施していること。 

       （３）定員超過・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

      ●加算Ⅱ  （１８単位／日） 

       次のいずれにも適合すること。 

       （１）指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉 

士の占める割合が１００分の６０以上であること。 

       （２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

      ●加算Ⅲ  （６単位／日） 

       次のいずれにも適合すること。 

       （１）次のいずれかに適合すること。 

         ①指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉 

士の占める割合が１００分の５０以上であること。 

         ②指定地域密着型介護老人福祉施設の看護・介護職員の総数のうち、常 
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勤職員の占める割合が１００分の７５以上であること。 

         ③指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を入所者に直接提供 

する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が１００ 

分の３０以上であること。 

       （２）定員超過・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

（44）生産性向上推進体制加算 体制届必要  👈令和６年度新設 

      ☝ポイント 

      ●加算Ⅰ  （１００単位／月） 

      ・加算Ⅱの要件を満たし、加算Ⅱのデータにより業務改善の取組による効果（※

１）が確認されていること。 

      ・見守り機器等のテクノロジー（※２）を複数導入していること。 

・職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っている 

こと。 

      ・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラ

インによる提出）を行うこと。 

★注：生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、加

算Ⅱのデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを

示す等の場合には、加算Ⅱの加算を取得せず、加算Ⅰを取得すること

も可能である。 

 

      ●加算Ⅱ  （１０単位／月） 

      ・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上

ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。 

      ・見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。 

      ・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オン 

ラインによる提出）を行うこと。 

 

      （※１）業務改善の取組による効果を示すデータ等について 

★加算Ⅰで提供を求めるデータは、以下の項目とする。 

        ①利用者のＱＯＬ等の変化（ＷＨＯ-５等） 

        ②総業務時間および当該時間に含まれる超過勤務時間の変化 

        ③年次有給休暇の取得状況の変化 

        ④心理的負担等の変化(ＳＲＳ-１８等） 

        ⑤機器の導入による業務時間（直接介護、間接業務、休憩等）の変化（タイ 

ムスタディ調査） 
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★加算Ⅱで求めるデータは、加算Ⅰで求めるデータのうち、①から③の項目と

する。 

★加算Ⅰにおける業務改善の取組による効果が確認されていることとは、ケ

アの質が確保（①が維持または向上）された上で、職員の業務負担の軽減

（②が短縮、③が維持または向上）が確認されることをいう。 

 

      （※２）見守り機器等のテクノロジーの要件 

★見守り機器等のテクノロジーとは、以下の①から③に掲げる機器をいう。 

        ①見守り機器 

        ②インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器 

        ③介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に 

資するＩＣＴ機器（複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保 

存・活用までを一体的に支援するものに限る。） 

★見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくとも①から③まで

に掲げる機器は全て使用することで、その際、①の機器は全ての居室に設置

し、②の機器は全ての介護職員が使用すること。なお、①の機器の運用につ

いては、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、

機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。 

 

  （45）特別通院送迎加算  （５９０単位／月）  👈令和６年度新設 

      ☝ポイント 

      定期的かつ継続的に透析を必要とする入所者であって、家族や病院等による送

迎が困難である等やむを得ない事由がある者について、施設職員が月１２回以

上の送迎を行った場合に加算。 

 

 

  ◆介護報酬の返還請求の消滅時効等 

   １ 介護給付費対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し介護保険法第２２条第

３項の規定に基づく不正利得の事実が認められた場合の返還請求に係る消滅時効

は、介護保険法第２００条第１項の規定により、２年である。 

   ２ 時効の起算日は、サービス事業者等が介護報酬を受給した日の翌日である。 
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